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―
在
宅
高
齢
者
家
族
介
護
慰
労
金
―

　
寝
た
き
り
な
ど
重
度
の
介
護
が
必
要
な

人
を
、在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
な
ど
に

対
し
て
、介
護
に
伴
う
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
に
、家
族
介
護
慰
労
金
を
支
給
し
て
い
ま

す
。支
給
の
対
象
に
な
る
方
は
忘
れ
ず
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、申
請
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
は
、

高
齢
者
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
保
健
福
祉

担
当
室
、市
内
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
在
宅
高
齢
者
の
該
当
要
件

①
市
内
に
住
所
が
あ
り
、居
住
し
て
い
る
人

②
要
介
護
４
ま
た
は
５
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
　

③
在
宅
で
介
護
が
必
要
な
人
　

■
支
給
対
象
者

該
当
要
件
の
①
～
③
す
べ
て
に
該
当
す
る

人
を
平
成
21
年
2
月
1
日
か
ら
7
月
31
日

の
間
、在
宅
で
介
護
し
て
い
る
同
居
家
族
な

ど
に
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
額

在
宅
で
介
護
し
た
月
数
に
応
じ
て
、月
額
４

千
円
を
支
給
し
ま
す
。（
医
療
機
関
、介
護
保

険
施
設
な
ど
に
月
の
初
日
か
ら
終
わ
り
ま

で
入
院
、入
所
し
て
い
た
月
は
除
き
ま
す
）

■
申
請
に
必
要
な
書
類

①
在
宅
高
齢
者
家
族
介
護
慰
労
金
支
給
申

請
書（
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
な
ど
の
確
認

印
が
必
要
で
す)

②
口
座
振
替
依
頼
書（
す
で
に
提
出
さ
れ
て

い
る
方
は
不
要
で
す
）

③
印
鑑

※
①
、②
の
書
類
は
高
齢
者
福
祉
課
お
よ
び

各
支
所
保
健
福
祉
担
当
室
に
あ
り
ま
す
。

■
申
請
期
間

8
月
3
日
～
24
日
ま
で
。

■
支
給
時
期

9
月
下
旬
に
、指
定
の
口
座
へ
振
り
込
み
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
窓
口

高
齢
者
福
祉
課
介
護
保
険
係（
鈎
０
８
２
４

―
７
３
―
１
１
６
７
）ま
た
は
各
支
所
保
健

福
祉
担
当
室

①公文書の開示請求などの状況（H21.３.31現在）

②個人情報ファイルの届出件数及び自己情報開示等請求件数（H21.３.31現在）

請求を
受けた機関

市　　長

教育委員会

議　　会

合　　計

19

２

１

22

公　開

14

１

－

15

部分公開

３

－

－

３

非公開

２

１

１

４

請求件数
公開・非公開などの内訳

市　　長

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

公平委員会

農業委員会

水道事業管理者

病院管理者

議　　会

合　　計

249

26

２

１

１

５

６

４

２

296

１

１

－

－

－

－

－

－

－

２

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

１

１

－

－

－

－

－

－

－

２

実施機関区分 開示請求件数
公　開 非公開

公開・非公開決定などの内訳ファイルの
届け出件数

総
務
課
行
政
係
　
鈎
0
8
2
4
―
7
3
―
1
1
2
3

※情報公開に関する相談や公文書の閲覧などに応じるため、市役所３階に閲覧室を設けています。
　閲覧を希望される人は総務課までお問い合わせください。

※個人情報ファイルの届け出件数とは、各課において個人情報を扱っている
　文書の届け出件数のことです。

　
平
成
20
年
度
の
庄
原
市
の
実
施
機
関
が

持
つ
公
文
書
の
公
開
お
よ
び
個
人
情
報
の

運
用
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
市
は
、市
民
の
皆
さ
ん
の
公
文
書
の
公

開
を
求
め
る
権
利
を
明
ら
か
に
し
、市
政

に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
つ
い
て
適
正
に

行
い
、開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す
る
こ
と

に
努
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、そ
の
一
方
で
個
人
情
報
の
保
護

が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、市
が
保

有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
、保
護
条
例

を
制
定
し
て
い
ま
す
。

公
文
書
の
公
開
と
個
人
情
報
の
運
用
状
況

在
宅
介
護
を

　
支
援
し
ま
す

教
育
指
導
課
指
導
係
　
鈎
0
8
2
4
―
7
3
―
1
1
8
4

　
本
年
度
の
成
人
式
を
、次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。新
成
人
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

と
き
　
　
８
月
15
日（
土
）

【
受
付
】　
９
時
30
分
～

【
式
典
】　
10
時
～

と
こ
ろ
　
庄
原
市
民
会
館

対
象
者

　
平
成
元
年
４
月
2
日
か
ら
平
成
２
年
４

月
1
日
の
間
に
生
ま
れ
、庄
原
市
内
に
住

ん
で
い
る
人
ま
た
は
庄
原
市
出
身
の
人
。

　
対
象
者
で
、庄
原
市
に
住
民
登
録
を
し

て
い
る
人
と
事
前
に
申
し
込
み
を
し
た
人

に
は
、７
月
中
旬
以
降
に
成
人
式
の
案
内

状
を
送
付
し
ま
す
。

申
し
込
み

　
次
に
該
当
す
る
人
は
、案
内
状
が
送
付

で
き
ま
せ
ん
の
で
、生
涯
学
習
課
ま
た
は

各
支
所
教
育
室
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
現
在
、庄
原
市
以
外
に
住
ん
で
い
る
庄

原
市
出
身
の
人

●
平
成
21
年
７
月
17
日
以
降
に
庄
原
市
に

転
入
す
る
人（
予
定
も
含
む
）

●
現
在
、庄
原
市
に
住
ん
で
い
る
が
庄
原

市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
な
い
人

祝
賀
パ
ー
テ
ィ（
成
人
式
実
行
委
員
会
主
催
）

時
間
　
12
時
30
分
～
　

会
場
　
庄
原
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

参
加
費
　
3
0
0
0
円
程
度

そ
の
他

　
西
城
町
・
東
城
町
・
口
和
町
・
高
野
町
・
比

和
町
、総
領
町
か
ら
無
料
送
迎
バ
ス
の
運

行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

生
涯
学
習
課
社
会
教
育
係

鈎
０
８
２
４
―
７
３
―
１
１
８
８

西
城
教
育
室

鈎
0
8
2
4
―
8
2
―
2
4
4
5

東
城
教
育
室

鈎
0
8
4
7
7
―
2
―
5
2
2
1

口
和
教
育
室

鈎
0
8
2
4
―
8
7
―
2
1
1
5

高
野
教
育
室

鈎
0
8
2
4
―
8
6
―
2
1
9
5

比
和
教
育
室

鈎
0
8
2
4
―
8
5
―
3
0
0
5

総
領
教
育
室

鈎
0
8
2
4
―
8
8
―
3
0
6
7

【
庄
原
市
】

成
人
式

　
市
は
、子
ど
も
や
保
護
者
の
悩
み
に
応
じ

る
た
め
、相
談
員
や
指
導
員
な
ど
を
配
置
し
、

相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
は
、市
内
の
小
中
学
生
と
そ
の
保
護

者
で
す
。

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

　
心
の
教
育
の
専
門
的
な
知
識
を
も
つ
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。予
約
が
必
要
で
す
。

【
相
談
場
所
・
相
談
日
・
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
】　

庄
原
中
学
校
・（
金
曜
日
）・
石
田
　
　
茂
さ
ん

鈎
0
8
2
4
―
7
2
―
2
1
9
5

西
城
中
学
校
・（
水
曜
日
）・
松
嶋
　
由
香
さ
ん

鈎
0
8
2
4
―
8
2
―
2
9
1
1

東
城
中
学
校
・（
月
曜
日
）・
岡
本
み
ど
り
さ
ん

鈎
0
8
4
7
7
―
2
―
0
3
3
7

口
和
中
学
校
・（
月
曜
日
）・
岩
本
　
　
宏
さ
ん

鈎
0
8
2
4
―
8
7
―
2
3
0
1

比
和
中
学
校
・（
火
曜
日
）・
宮
村
　
忠
伸
さ
ん

鈎
0
8
2
4
―
8
5
―
2
1
1
0

総
領
中
学
校
・（
水
曜
日
）・
中
野
　
裕
子
さ
ん

鈎
0
8
2
4
―
8
8
―
2
0
3
5

●
子
ど
も
と
親
の
相
談
員

　
特
に
小
学
生
に
関
す
る
子
育
て
や
不
登

校
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
相
談
場
所
】東
小
学
校

鈎
0
8
2
4
―
7
2
―
0
6
0
1

【
相
談
日
時
】

月
・
水
・
金
曜
日
　
9
時
～
12
時

【
相
談
員
】岩
崎
　
浩
司
さ
ん

●
訪
問
支
援
員

　
不
登
校
児
童
生
徒
の
学
校
復
帰
に
向
け

て
家
庭
訪
問
な
ど
を
行
い
ま
す
。

【
連
絡
先
】教
育
指
導
課

鈎
0
8
2
4
―
7
3
―
1
1
8
4

【
訪
問
支
援
員
】

河
戸
　
靖
子
さ
ん
、森
田
　
政
子
さ
ん

●
教
育
交
流
教
室「
つ
ば
さ
」

　
子
ど
も
の
学
校
で
の
悩
み
や
相
談
に
応

じ
る
と
と
も
に
、不
登
校
児
童
生
徒
の
学
校

へ
の
復
帰
に
向
け
て
、学
習
指
導
や
体
験
活

動
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、保
護

者
の
子
育
て
の
悩
み
や
相
談
に
も
応
じ
て

い
ま
す
。希
望
さ
れ
る
場
合
は
、各
学
校
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
開
設
場
所
】　
備
後
庄
原
駅
舎
内

【
開
設
日
時
】　
月
～
金
曜
日

９
時
30
分
～
15
時
30
分
　

【
指
導
員
】

河
戸
　
靖
子
さ
ん（
月
・
木
・
金
）

久
保
田
園
子
さ
ん（
火
・
水
）　
　
　
　
　
　

【
問
い
合
わ
せ
】

教
育
交
流
教
室「
つ
ば
さ
」

鈎
０
８
２
４
―
７
５
―
０
２
２
３

不
登
校
や
子
育
て
の

　
　
　
　
悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん
か


